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エレベーター保守点検業務 委託仕様書 

 

 

（目的） 

１ 本業務は，岡山市立の学校に設置されているエレベーター設備が常に正常かつ良好な運

転状態を保つために，必要なエレベーター設備の保守点検業務を一級建築士又は二級建築

士若しくは,昇降機検査資格者の資格を有した専門業者に委託するものである。 

  なお，学校に設置されているエレベーター設備のため，児童・生徒の安全を最大に考え，

特段の注意をもって保守点検業務を行う必要がある。 

 

（契約の種類） 

２ 本業務は，エレベーター設備の点検・清掃・給油等を実施するＰＯＧ契約とする。 

 

（作業の範囲） 

３ 本業務は当仕様書並びに（一財）建築保全センター発行の建築保全業務共通仕様書令和

５年版（以下「建築保全業務共通仕様書」という。）に基づいて行うものとすること。 

  

(運行管理者) 

４ 岡山市教育委員会は，昇降機の維持及び運行の管理に関する指針に基づき昇降機の運行

を直接管理させるために，各昇降機毎に運行管理者を選任するものとし，受託者は，運行

管理者に対して本業務の遂行上必要な教育を行うものとする。 

  また，昇降機を検査・運行管理できる資格を有する技術員２名以上による体制が構築で

きること。 

 

（技術資料） 

５  受託者は契約業務を確実に履行するために，技術者が業務を実施するために使用する当

該機種の保全技術資料を保有し，委託者の要求に応じこの資料等の提示と具体的説明を行

うこと。 

また，委託者は受託者の技術力等を判断するため，受託者が提示した技術資料等に基づ

き主要部分の点検や整備方法に関し説明を求めることができる。 

 

（技術員の教育） 

６  技術員の技術力不足は，機器寿命への影響や故障の予防保全不足による機器の損傷等が

懸念されるため，技術員は確立された教育プログラムでの教育を終了し，実務経験を積ん

だ者が担当していることを明確にすること。 

    このため，受託者は当該エレベーターを担当する全技術員の教育記録，主な担当実績（担

当機種，経験年数，定期検査員の場合はその資格証番号等）を記入した一覧表を作成し，

委託者が要求したときはそれを提示しなければならない。この際委託者は受託者に対し必

要に応じ教育カリキュラム等の提示と具体的説明を求めることができる。 

 

（技術員の条件） 

７ 技術員は受託者又は再受託者によって雇用され，役務を提供するために必要な専門知識

及び十分な実務知識を有すること。 

   

（点検） 

８ 受託者はエレベーター設備を正常かつ良好な運転状態に保つよう，定期的（１回／１ヶ

月）に技術員を派遣し，点検・手入れ保全作業（給油・調整・清掃等）を定期的かつ計画

的に行い，運行状況を常時記録すること。 

  ただし，遠隔点検・監視のための装置（以下「リモート点検装置」という。）を設置し，

リモート点検装置による点検を行う場合，技術員を派遣しての定期保守点検は１回／３ヶ

月とすることができる。 
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（点検内容） 

９ 点検は，技術員が建築保全業務共通仕様書に基づいて行い，その点検記録を収集して点

検報告書を作成すること。（参考 別表－１ エレベーター点検内容） 

  リモート点検装置による点検を行う場合は，昇降機設備の運行状態を常時記録し，リモ

ート点検装置により昇降機設備及び運転機能を点検し１ヶ月ごとに点検報告書を作成する

こと。 

 

（異常時の対応） 

10 受託者は，エレベーター設備について次の異常が発生したときは，原則として１時間以

内に異常が発生した対象施設に、技術員の派遣による調査又は遠隔監視装置からの異常通

報に基づき，適切な処置をとり，その内容を点検報告書として報告すること。 

 （１）閉じ込め故障 （２）使用不能故障（運行に支障がある状態） 

 （３）着床不良 （４）戸開閉不良 （５）制御盤停電  

 （６）遠隔監視装置（又はリモート点検装置）停電 （７）制御関連機器温度異常 

  なお，処置のため現場で作業を行ったときは，故障修理作業報告書として報告すること。 

 

11 受託者は，エレベーター設備について閉じ込め故障等の緊急事態が発生したときは，エ

レベーター設備かご内のインターホンにより，同かご内の乗客と受託者の受信担当者が直

接通話し，必要な指示・連絡等にあたり，その内容を故障作業報告書として報告すること。 

  また，速やかに技術員等の応急の処置ができる者を派遣し，適切な処置をとり，その内

容を故障修理作業報告書として報告すること。 

 

（定期検査） 

12 受託者は建築基準法第１２条に規定された法定検査に準ずる内容で，エレベーター設備

の総合的な定期検査を昇降機検査資格者を派遣して，定期的（１回／１年）に行い，定期

検査報告書（ロープ等の写真を含む。）として報告すること。 

 

（報告書の提出） 

13 受託者は１ヶ月毎に各種報告書（点検報告書・定期検査報告書・点検時の状況写真）を

教育委員会監督員に提出すること。また，学校用に報告書の写しも合わせて提出すること。 

  なお，エレベーター設備の異常・故障時の故障修理作業報告書は随時提出すること。 

 

（作業時間） 

14 本業務の点検・定期検査に基づく現地作業は９：００～１７：３０に行うこと。異常時

・故障時の作業対応は８：００～２０：００で行うこと。ただし，緊急時はこの限りでは

ない。 

 

（作業中の運転の中止） 

15  受託者は，昇降機設備の点検・修理その他の作業を行うにあたり，必要に応じて昇降機

設備の運転の中止を求めることができる。 

 

（遠隔監視） 

16 受託者はエレベーター設備の運転状態を確認するために監視装置（及び数量総括表に 

「カメラあり」表記がある場合，異常時かご内確認用カメラ）を受託者負担で設置して，

常時遠隔監視を行うこと。リモート点検装置を設置する場合も同様とすること。機器の設

置時期は，学校及び教育委員会と協議すること。 

  なお，遠隔監視装置（又はリモート点検装置）・カメラ（設置した場合）及び専用電話

回線の加入権は受託者に 帰属し，電話料金は受託者が負担すること。 

  また，理由の如何を問わず契約が終了したときは，受託者は，遠隔監視装置（又はリモ

ート点検装置）・カメラ（設置した場合）・専用電話回線等の受託者が設置した機器類を

撤去するものとし，撤去のため工事を行う場合には教育委員会に対して事前に通知するこ

と。 
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（監視サービス体制） 

17 受託者はエレベーター設備の異常・故障時に備え，遠隔監視装置（又はリモート点検装

置）で２４時間体制で常時監視すること。 

  閉じ込め故障時等にはかご内をカメラ（設置した場合）等で確認できるようにすること。 

  また，エレベーター設備かご内のインターホンにより，乗客が受信担当者と直接常時通

話ができる体制をとること。技術員は異常発生に備えて待機すること。 

 

（消耗部品） 

18 本業務にかかる消耗部品（通常の使用による摩耗・劣化により，補完・交換を頻繁に行う

小部品・油脂類等）・点検用材料については受託者において負担すること。 

  消耗部品の範囲は，＜別表－２ 消耗部品＞のとおりとする。 

 

（供給機器・部品等） 

19 故障等で必要となった場合に供給する機器・構成部品等は，当該昇降機製造会社が指定

又は推奨するものとする。 

 

（助言） 

20 受託者は，エレベーター設備を正常かつ良好な運転状態に保つために，交換等が必要な

部品（前項の消耗部品を除く）の状態を確認し，次年度以降の維持・補修計画書を作成し，

教育委員会学校施設課に報告すること。 

  また，必要に応じ，関係法規等の情報提供を行うものとすること。 

 

（作業の完了） 

21 それぞれの作業が完了したら，各種報告書・保守点検の状況写真・完了報告書等を教育

委員会監督員に提出し，完了検査を受けること。完了検査の合格をもって，本業務が完了

したものとする。 

 

（その他） 

22 業務中は，児童・生徒等と事故のないよう十分注意すること。 

23 遠隔監視用のカメラはリアルタイムでの状況確認用とし、録画機能は不要とする。 
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（別表1-1）
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（別表1-2）
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（別表1-3）
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（別表1-4）



（別表2）


